
 

 

 

 

 

 

百里飛行場の民間共用化にあたり航空機騒音を軽減するため、個人が行う 

防音サッシの設置工事に対し助成を行っております。対象者で希望される方

は、次の内容で助成を受けることができます。 

 

 

工事の対象となる住宅 

《以下の対象地域内に住宅を所有していること》 

 

１．告示後住宅 

   防衛施設周辺の環境の整備等に関する法律第４条に規定する第１種区域 

（Lden62 以上）内において、平成元年６月３０日防衛施設庁告示第８号によ

る告示の後に新築された住宅。（今後、新築される住宅を含む。） 

 

２．県環境基準地域内住宅 

  平成３年３月２８日茨城県告示第３９８号により茨城県知事が指定した航

空機騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域（上記「１」の対象

区域を除く。）内に存する住宅。（今後、新築される住宅を含む。） 

 

 

工事の内容 

《以下の内容を満たす工事を行うこと》 

 

１．主に生活している空間（居間、客間、寝室等）のうち最低１部屋以上、 

外部開口部（窓）を改善すること。 

 

２．ＪＩＳ規格でＴ－１等級以上の遮音性能（騒音低減効果）を有し、試験

成績書又は製品出荷証明書等により騒音低減効果が証明される防音サッシ

を設置すること。 

 

３．ガラス及び可動障子の交換工事を実施する場合、必ず気密性能を有した 

製品等も同時に設置し、防音サッシの気密性及び遮音性の向上を図ること。 

 

 ※T-1 等級とは，JIS 基準で定める屋内・外への音の出入りをどの程度遮音できるかを示す

性能のことです。 

 



 

補助金の対象となる工事 

●防音ガラス交換工事      

●サッシ交換（窓枠含む）工事 

●内窓設置工事 

●遮音性及び気密性の向上に係る工事 

●上記工事に係る付帯工事  等 

 

 注意：申請者は、防音サッシの施工方法を自由に選択できますが、メーカー

からの製品出荷証明書、試験成績書等が発行される工事を実施してく

ださい。 

 

補助金の額 

◎告示後住宅 

  防音サッシ工事に要する経費として、１０万円を限度に補助金を交付しま

す。ただし、工事に要する経費が１０万円に満たない場合、所要経費の全額

を補助金として交付します。 

 

◎県環境基準地域内住宅 

防音サッシ工事に要する経費が１０万円を超える場合、５万円を限度とし

て補助金を交付します。ただし、工事に要する経費が１０万円に満たない場

合、所要経費の１／２を限度として補助金を交付します。 

 

工事の手続き・申し込み 

（１）補助金の申込み 

  防音サッシ工事を希望する方は、補助金交付申請書を小美玉市に提出して

いただきます。なお、申請書には次の書類を添付する必要があります。 

 

●住宅所有者であることの証明書※（建物評価証明書、建物の登記事項証明書

等国または小美玉市が発行するもの） 

●工事概要書 

 ●使用材料一覧表（製造所及び型番等記載のもの） 

●工事見積書 等 

※新築などの理由により居宅の引渡しを受けた後に住所変更を行う方は、申込み時に

は建築確認済証の写しを添付してください。その場合、住宅所有者であることの証明

書は、完了報告書に必ず添付してください。 

 

（２）工事の実施 

  申請書を小美玉市に提出すると、小美玉市は内容を審査のうえ、補助金の



 

交付を決定した旨通知します。 

  この交付決定通知に示された工期、工事費その他の条件及び設計図書等に

基づき、申請者が選定した施工業者と工事請負契約を締結して工事を行うこ

とになります。 

 

（３）工事の完了 

  工事が完了すると、申請者と施工業者とで完成検査を行い、工事完了報告

書を提出していただきます。 

  その後、小美玉市が補助金交付決定の内容に適しているかどうか、審査を

行い、補助金の額を確定します。なお、完了報告書には次の書類を添付する

必要があります。 

 

 ●工事工程写真 

 ●工事完成確認書 

 ●工事に係る領収書の写し 

 ●防音サッシの製品出荷証明書等の写し 等 

※申込み時に以下の書類を提出していない場合は、完了報告書に必ず添付してください。 

●住宅所有者であることの証明書（建物評価証明書、建物の登記事項証明書等の国また

は小美玉市が発行するもの） 

 

（４）補助金の請求と支払い 

  補助金の額の確定後、申請者は小美玉市に対して補助金の交付請求を行い、

小美玉市から補助金の支払いを受けることになります。 

※小美玉市から助成される補助金のうち、１／２は茨城県から助成されて

おります。 

 

工事完了後における注意事項 

 ●防音サッシ工事を行った住宅は、補助金の交付の目的に従って善良な管理

と効率的な使用を心がけてください。 

 ●防音サッシ工事を行った住宅は、小美玉市の承認を得ないで解体、譲渡又

は担保等にすることはできません。 

 ●解体、譲渡等を行う場合は所要の手続きが必要となりますので、事前に小

美玉市市長公室基地・空港対策課に相談して下さい。 

問合せ先 

 ●小美玉市役所 市長公室 基地・空港対策課 空港対策係 

ＴＥＬ 0299-48-1111 内線２１４１ 


